
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 27 号

平成 15 年

4 月 8 日（火曜日）

一

告
　
　
示

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
（
二
件
）

（
環
境
管
理
課
）

一

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申

請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

五

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

六

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
及
び
施
設
の
指
定
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

八

○
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

九

○
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済
加
入
区
の
設
定
　
　
　
　
　
（
水
　
産
　
課
）

一
〇

○
平
成
十
五
年
度
及
び
平
成
十
六
年
度
に
香
川
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
及
び
建
設
工
事
に

係
る
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等
の
指
名
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

の
追
加
受
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
木
監
理
課
）

○
河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
る
廃
川
敷
地
等
の
発
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
河
川
砂
防
課
）

公
　
　
告

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
区
の
合
併
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

一
一

○
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
（
二
件
）

（
土
木
監
理
課
）

○
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
縦
覧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
の
報
告
（
三
件
）

一
二

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
の
報

告
（
二
件
）

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

１
　
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

坂
出
市
昭
和
町
２
丁
目
７
番
９
号

株
式
会
社
カ
ガ
ワ
ミ
ー
ル

代
表
取
締
役
　
夏
目
　
保
則

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

坂
出
市
昭
和
町
２
丁
目
７
番
９
号

株
式
会
社
カ
ガ
ワ
ミ
ー
ル

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

動
物
系
飼
料
及
び
動
植
物
油
脂
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原

料
処
理
施
設
並
び
に
死
亡
獣
畜
取
扱
業
の
用
に
供
す
る
解
体

施
設

牛
専
用
　
２
t／
h
１
基

死
亡
牛
専
用
　
２
t／
h
１
基

許
可
後

着
手
後
３
月

完
成
後



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

二

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

牛
専
用
　
連
続
2.5時

間
死
亡
牛
専
用
　
連
続
１
時
間

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

水
素
イ
オ
ン
濃
度

6～
8

6～
8

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

1,280
1,550

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

570
660

浮
遊
物
質
量

1,050
1,200

窒
素
含
有
量

350
430

り
ん
含
有
量

60
80

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質

100
2,300

大
腸
菌
群
数

2,000
3,000

0.18
0.3

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

動
物
系
飼
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
真
空
濃
縮
施
設
及
び
動

植
物
油
脂
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

連
続
２
時
間

死
亡
牛
専
用
　
４
t／
1.5h

１
基

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

０
０

許
可
後

着
手
後
３
月

完
成
後

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

動
物
系
飼
料
及
び
動
植
物
油
脂
の
製
造
業
の
用
に
供
す
る
圧

搾
施
設

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
に
つ
い

て
参
照
と
な
る
べ
き
事
項

製
造
さ
れ
た
油
脂
は
、
全
量
次
工
程
で
処
理
さ
れ
る
。

牛
専
用
　
２
t／
h
１
基

死
亡
牛
専
用
　
２
t／
h
１
基

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

牛
専
用
　
連
続
８
時
間

死
亡
牛
専
用
　
連
続
３
時
間

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

通
　
　
　
　
　
常

０

最
　
　
　
　
　
大

０

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
に
つ
い

て
参
照
と
な
る
べ
き
事
項

製
造
さ
れ
た
油
脂
及
び
取
り
除
か
れ
た
油
分
は
、
全
量
製
品

と
な
る
。

許
可
後

着
手
後
３
月

完
成
後

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

許
可
後

着
手
後
３
月

完
成
後

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

動
植
物
油
脂
製
造
業
の
用
に
供
す
る
分
離
施
設

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

チ
キ
ン
専
用
　
１
t／
h
１
基

牛
専
用
　
１
t／
h
２
基

死
亡
牛
専
用
　
１
t／
h
２
基

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

チ
キ
ン
専
用
　
連
続
８
時
間

牛
専
用
　
連
続
８
時
間

死
亡
牛
専
用
　
連
続
３
時
間

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

0
0



香
　
　
川
　
　
県
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平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

三

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
に
つ
い

て
参
照
と
な
る
べ
き
事
項

製
造
さ
れ
た
油
脂
及
び
取
り
除
か
れ
た
油
分
は
、
全
量
製
品

と
な
る
。

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

許
可
後

着
手
後
３
月

完
成
後

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

動
植
物
飼
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
水
洗
式
脱
臭
施
設

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

牛
レ
ン
ダ
専
用
　
740

／
H
g
１
基

死
亡
牛
専
用
　
740

／
H
g
１
基

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

牛
レ
ン
ダ
専
用
　
連
続
７
時
間

死
亡
牛
専
用
　
連
続
３
時
間

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

7.0～
7.6

7.0～
7.6

280
300

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

共
同
排
水
処
理
施
設

300
／
日
　
１
基

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

235
250

140
170

240
280

20
30

大
腸
菌
群
数

7,000
10,000

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質

30
40

41.875
47.875

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

既
設

既
設

許
可
後

連
続
24時
間

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

6.8～
7.4

6.8～
7.4

18
20

18
20

13
15

60
120

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
に
つ
い

て
参
照
と
な
る
べ
き
事
項

1
2

大
腸
菌
群
数

1,000
3,000

80
94

他
社
の
特
定
事
業
場
よ
り
製
造
排
水
0.125

／
日
を
受
け
入

れ
、
共
同
排
水
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
。

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質

5
10

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

共
同
排
水
処
理
施
設

300
／
日

汚
水
等
の
処
理
方
式

標
準
活
性
汚
泥
法
＋
凝
集
沈
殿

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

四

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
七
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

20
30

1
2

ノ
ル
マ
ル
ヘ
キ
サ
ン

抽
出
物
質

30
40

5
10

大
腸
菌
群
数

7,000
10,000

1,000
3,000

80
94

80
94

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

既
設

既
設

許
可
後

連
続
24時
間

処
　
　
理
　
　
前

処
　
　
理
　
　
後

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

7.0～
7.6

7.0～
7.6

6.8～
7.4

6.8～
7.4

280
300

18
20

235
250

18
20

140
170

13
15

240
280

60
120

２
　
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
15年
４
月
８
日
か
ら

平
成
15年
４
月
29日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

坂
出
市
環
境
経
済
部
環
境
交
通
課

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

変
更
な
し
。

（
備
考
）
今
回
の
申
請
は
、
製
品
の
安
全
性
確
保
の
為
に
従
来
の
施
設
を
３
種
類
に
分
割
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
他
社
の
特
定
事
業
場
の
排
出
水
を
共
同
排
水
処
理
施
設
で
受
け
入
れ
る
が
、

水
洗
式
脱
臭
施
設
に
お
い
て
使
用
水
量
の
減
少
に
伴
い
汚
水
量
が
減
少
す
る
た
め
、
当
該
事

業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

１
　
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

高
松
市
鬼
無
町
鬼
無
158番

地

香
川
シ
ー
ム
レ
ス
株
式
会
社

取
締
役
社
長
　
金
地
　
行
雄

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

綾
歌
郡
飯
山
町
東
小
川
1985-2

香
川
シ
ー
ム
レ
ス
株
式
会
社
　
土
器
川
工
場

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

紡
績
業
又
は
繊
維
製
品
の
製
造
業
若
し
く
は
加
工
業
の
用
に

供
す
る
染
色
施
設

①
80kg/回

、
②
50kg/回

、
③
30kg/回

、
④
15kg/回



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

五

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
八
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

許
可
日

着
手
後
１
月

完
成
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

断
続
８
時
間

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.8～
8.6

5.8～
8.6

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

250
400

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

300
400

浮
遊
物
質
量

200
400

窒
素
含
有
量

30
60

り
ん
含
有
量

7
8

314
338

（
備
考
）
今
回
の
申
請
に
伴
い
、
既
設
特
定
施
設
の
使
用
方
法
を
変
更
す
る
と
と
も
に
一
部
既
設
特

定
施
設
を
廃
止
す
る
た
め
、
当
該
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
並

び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

２
　
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
15年
４
月
８
日
か
ら

平
成
15年
４
月
29日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

飯
山
町
住
民
生
活
課

１
　
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

高
松
市
鬼
無
町
鬼
無
158番

地

香
川
シ
ー
ム
レ
ス
株
式
会
社

取
締
役
社
長
　
金
地
　
行
雄

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

綾
歌
郡
飯
山
町
川
原
825－

1

香
川
シ
ー
ム
レ
ス
株
式
会
社

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

一
部
特
定
施
設
を
廃
止
し
、
残
る
特
定
施
設
の
運
転
回
数
を
増
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

紡
績
業
又
は
繊
維
製
品
の
製
造
業
若
し
く
は
加
工
業
の
用
に

供
す
る
染
色
施
設

①
80kg/回

２
基
、②
50kg/回

１
基
、③
30kg/回

３
基
、

④
30kg/回

１
基
、⑤
25kg/回

１
基
、⑥
15kg/回

１
基
、

⑦
1.5kg/回

１
基

既
設

既
設

許
可
日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

六

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
九
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

三
七
〇
〇
〇
一
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
六
六
一
　
丸
亀
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
　
東
京
都
港
区
六
本
木
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
二
　
　
　
　
　
丸
亀
市
郡
家
町
一
八
　
四
丁
目
八
番
五
号
　
　
日

一
三
―
一

三
七
〇
〇
〇
一
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
六
六
一
　
丸
亀
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
　
東
京
都
港
区
六
本
木
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
二
　
　
　
　
　
（
六
ツ
松
サ
テ
ラ
イ
　
四
丁
目
八
番
五
号
　
　
日

ト
）

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字

下
勝
間
字
六
ツ
松
一

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

断
続
８
時
間

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

項
　
　
　
　
目

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

水
素
イ
オ
ン
濃
度

4～
7

4～
7

4～
7

4～
7

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

200
320

200
320

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

250
320

250
320

浮
遊
物
質
量

30
50

30
50

窒
素
含
有
量

7
8

7
8

り
ん
含
有
量

30
60

30
60

100
103

145
150

変
更
前
及

び
変
更
後

の
排
出
水

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
３
　
排
　
水
　
口

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

60
60

60
60

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

60
60

60
60

浮
遊
物
質
量

60
60

60
60

窒
素
含
有
量

30
60

30
60

排
　
出
　
水
　
の
　
量

り
ん
含
有
量

5
5

5
5

210
215

210
215

（
備
考
）
一
部
特
定
施
設
を
廃
止
し
、
残
る
特
定
施
設
の
運
転
回
数
を
増
加
さ
せ
る
た
め
、
当
該
事

業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量
並
び
に
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

２
　
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
15年
４
月
８
日
か
ら

平
成
15年
４
月
29日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

飯
山
町
住
民
生
活
課

指
定
事
業
所

番
　
　
　
　
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
　

在
　

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所
　

在
　

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

七

一
二
五
―
一
七
五

三
七
〇
〇
〇
一
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
六
七
一
　
観
音
寺
ケ
ア
セ
ン
タ
　
東
京
都
港
区
六
本
木
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
〇
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
四
丁
目
八
番
五
号
　
　
日

観
音
寺
市
観
音
寺
町

甲
一
五
三
五
―
六

三
七
〇
〇
〇
一
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
六
七
一
　
観
音
寺
ケ
ア
セ
ン
タ
　
東
京
都
港
区
六
本
木
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
〇
　
　
　
　
　
ー
（
川
之
江
サ
テ
ラ
　
四
丁
目
八
番
五
号
　
　
日

イ
ト
）

愛
媛
県
川
之
江
市
上

分
町
三
五
八
番
地
一

三
七
〇
〇
〇
一
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
株
式
会
社
コ
ム
ス
ン
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
六
八
一
　
国
分
寺
ケ
ア
セ
ン
タ
　
東
京
都
港
区
六
本
木
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
八
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
四
丁
目
八
番
五
号
　
　
日

綾
歌
郡
国
分
寺
町
新

居
一
七
九
二
―
一

三
七
〇
〇
〇
一
　
だ
い
と
う
　
　
　
　
　
有
限
会
社
大
東
タ
ク
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
六
九
一
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
　
シ
ー
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
六
　
　
　
　
　
畑
田
六
九
六
番
地
一
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
　
日

三
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
田
六
九
六
番
地
一

三

三
七
〇
〇
〇
一
　
医
療
法
人
社
団
響
会
　
医
療
法
人
社
団
響
会
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
七
〇
一
　
林
内
科
呼
吸
器
科
医
　
坂
出
市
白
金
町
三
丁
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
四
　
　
　
　
　
院
　
　
　
　
　
　
　
　
目
六
番
一
一
号
　
　
　
日

坂
出
市
白
金
町
三
丁

目
六
番
一
一
号

三
七
〇
〇
〇
一
　
城
山
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
　
社
会
福
祉
法
人
敬
世
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
七
三
一
　
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
八
　
　
　
　
　
坂
出
市
川
津
町
一
九
　
坂
出
市
川
津
町
一
九
　
日

八
六
番
地
二
二
　
　
　
八
六
番
地
二
二

三
七
〇
〇
〇
一
　
山
本
町
　
　
　
　
　
　
山
本
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
七
四
一
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
六
　
　
　
　
　
財
田
西
三
七
五
番
地
　
財
田
西
三
七
五
番
地
　
日

三
七
〇
〇
〇
一
　
ず
い
し
ょ
う
指
定
訪
　
社
会
福
祉
法
人
瑞
祥
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
七
六
一
　
問
介
護
事
業
所
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
一
　
　
　
　
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
日

二
九
八
四
番
地
　
　
　
二
九
八
四
番
地

三
七
〇
〇
〇
一
　
府
中
介
護
サ
ー
ビ
ス
　
有
限
会
社
府
中
タ
ク
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
七
八
一
　
坂
出
市
府
中
町
九
六
　
シ
ー
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
七
　
　
　
　
　
九
番
地
の
一
　
　
　
　
坂
出
市
府
中
町
九
六
　
日

九
番
地
の
一

三
七
〇
〇
〇
一
　
指
定
訪
問
介
護
事
業
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
七
九
一
　
所
あ
す
か
　
　
　
　
　
ィ
ー
・
エ
ム
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
五
　
　
　
　
　
大
川
郡
大
内
町
川
東
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目
　
日

八
八
番
地
　
　
　
　
　
三
六
一
番
地
四

三
七
〇
〇
〇
一
　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
　
社
会
福
祉
法
人
志
度
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
デ
イ

一
〇
〇
七
一
一
　
タ
ー
志
度
玉
浦
園
　
　
玉
浦
園
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
サ
ー
ビ
ス

二
〇
　
　
　
　
　
さ
ぬ
き
市
志
度
一
六
　
さ
ぬ
き
市
志
度
一
六
　
日

一
〇
番
地
　
　
　
　
　
一
〇
番
地
一

三
七
〇
〇
〇
一
　
身
体
障
害
者
授
産
施
　
社
会
福
祉
法
人
朝
日
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
短
期

〇
〇
〇
〇
四
一
　
設
朝
日
園
　
　
　
　
　
園
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
入
所

三
一
　
　
　
　
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
　
高
松
市
前
田
東
町
五
　
日

池
戸
九
三
一
番
地
六
　
八
五
番
地
五

三
七
〇
〇
〇
一
　
志
度
玉
浦
園
身
体
障
　
社
会
福
祉
法
人
志
度
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
短
期

一
〇
〇
七
二
一
　
害
者
短
期
入
所
事
業
　
玉
浦
園
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
入
所

三
六
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぬ
き
市
志
度
一
六
　
日

さ
ぬ
き
市
志
度
一
六
　
一
〇
番
地
一

一
〇
番
地
一

三
七
〇
〇
〇
一
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
　
小
豆
地
区
広
域
行
政
　
平
成
十
五
年
　
身
体
障
害
者
短
期

一
〇
〇
七
七
一
　
ム
小
豆
島
老
人
ホ
ー
　
事
務
組
合
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
入
所

三
五
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
　
日

小
豆
郡
土
庄
町
渕
崎
　
甲
二
一
五
五
番
地
一

字
西
岡
甲
五
一
八
番

地



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

八

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
十
五
条
の

十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
、
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
及
び
指
定
特
定
知

的
障
害
者
授
産
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

三
七
〇
〇
〇
二
　
だ
い
と
う
　
　
　
　
　
有
限
会
社
大
東
タ
ク
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
六
九
一
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
　
シ
ー
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
五
　
　
　
　
　
畑
田
六
九
六
番
地
一
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
　
日

三
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
田
六
九
六
番
地
一

三

三
七
〇
〇
〇
二
　
医
療
法
人
社
団
響
会
　
医
療
法
人
社
団
響
会
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
七
〇
一
　
林
内
科
呼
吸
器
科
医
　
坂
出
市
白
金
町
三
丁
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
三
　
　
　
　
　
院
　
　
　
　
　
　
　
　
目
六
番
一
一
号
　
　
　
日

坂
出
市
白
金
町
三
丁

目
六
番
一
一
号

三
七
〇
〇
〇
二
　
山
本
町
　
　
　
　
　
　
山
本
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
七
四
一
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
五
　
　
　
　
　
財
田
西
三
七
五
番
地
　
財
田
西
三
七
五
番
地
　
日

三
七
〇
〇
〇
二
　
ず
い
し
ょ
う
指
定
訪
　
社
会
福
祉
法
人
瑞
祥
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
七
六
一
　
問
介
護
事
業
所
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
〇
　
　
　
　
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
日

二
九
八
四
番
地
　
　
　
二
九
八
四
番
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
府
中
介
護
サ
ー
ビ
ス
　
有
限
会
社
府
中
タ
ク
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
七
八
一
　
坂
出
市
府
中
町
九
六
　
シ
ー
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
六
　
　
　
　
　
九
番
地
の
一
　
　
　
　
坂
出
市
府
中
町
九
六
　
日

九
番
地
の
一

三
七
〇
〇
〇
二
　
指
定
訪
問
介
護
事
業
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
七
九
一
　
所
あ
す
か
　
　
　
　
　
ィ
ー
・
エ
ム
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
介
護

一
四
　
　
　
　
　
大
川
郡
大
内
町
川
東
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目
　
日

八
八
番
地
　
　
　
　
　
三
六
一
番
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
　
社
会
福
祉
法
人
三
豊
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
デ
イ

〇
〇
〇
二
三
一
　
ま
る
や
ま
　
　
　
　
　
広
域
福
祉
会
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
サ
ー
ビ
ス

二
二
　
　
　
　
　
観
音
寺
市
流
岡
町
七
　
観
音
寺
市
流
岡
町
七
　
日

五
〇
番
地
一
〇
　
　
　
五
〇
番
地
一
〇

三
七
〇
〇
〇
二
　
白
鳥
園
和
光
寮
　
　
　
社
会
福
祉
法
人
恵
愛
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
短
期

〇
〇
〇
〇
八
一
　
大
川
郡
白
鳥
町
松
原
　
福
祉
事
業
団
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
入
所

三
一
　
　
　
　
　
一
四
〇
〇
番
地
一
　
　
大
川
郡
白
鳥
町
松
原
　
日

九
六
一
番
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
香
川
県
ふ
じ
み
園
更
　
香
川
県
　
　
　
　
　
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
短
期

〇
〇
〇
〇
九
一
　
生
寮
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
　
三
月
三
十
一
　
入
所

三
九
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
一
―
一
〇
　
　
　
　
　
日

元
三
六
六
七
番
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
白
鳥
園
青
年
寮
　
　
　
社
会
福
祉
法
人
恵
愛
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
短
期

〇
〇
〇
一
五
一
　
大
川
郡
白
鳥
町
松
原
　
福
祉
事
業
団
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
入
所

三
六
　
　
　
　
　
一
四
〇
〇
番
地
一
　
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
日

九
六
一
番
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
香
川
県
ふ
じ
み
園
授
　
香
川
県
　
　
　
　
　
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
短
期

〇
〇
〇
一
六
一
　
産
寮
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
　
三
月
三
十
一
　
入
所

三
四
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
飯
山
町
東
坂
　
一
―
一
〇
　
　
　
　
　
日

元
三
六
六
七
番
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
　
社
会
福
祉
法
人
三
豊
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
短
期

〇
〇
〇
二
三
一
　
ま
る
や
ま
　
　
　
　
　
広
域
福
祉
会
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
入
所

三
〇
　
　
　
　
　
観
音
寺
市
流
岡
町
七
　
観
音
寺
市
流
岡
町
七
　
日

五
〇
番
地
一
〇
　
　
　
五
〇
番
地
一
〇

三
七
〇
〇
〇
二
　
国
立
療
養
所
香
川
小
　
国
立
療
養
所
香
川
小
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
短
期

一
〇
〇
七
五
一
　
児
病
院
　
　
　
　
　
　
児
病
院
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
入
所

三
八
　
　
　
　
　
善
通
寺
市
善
通
寺
町
　
善
通
寺
市
善
通
寺
町
　
日

二
六
〇
三
番
地
　
　
　
二
六
〇
三
番
地

指
定
事
業
所

番
　
　
　
　
号

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

（
設
置
の
場
所
）

申
請
者
（
設
置
者
）

の
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

九

三
七
〇
〇
〇
二
　
な
か
ま
の
里
　
　
　
　
社
会
福
祉
法
人
な
か
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
短
期

〇
〇
〇
二
一
一
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
　
ま
の
里
福
祉
会
　
　
　
三
月
三
十
一
　
入
所

三
四
　
　
　
　
　
名
二
二
〇
九
番
地
四
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
　
日

名
二
二
〇
九
番
地
四

三
七
〇
〇
〇
二
　
白
鳥
の
家
　
　
　
　
　
社
会
福
祉
法
人
恵
愛
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
地
域

一
〇
〇
六
一
一
　
大
川
郡
白
鳥
町
松
原
　
福
祉
事
業
団
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
生
活
援
助

四
六
　
　
　
　
　
一
五
三
四
番
地
一
五
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
日

九
六
一
番
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
第
二
白
鳥
の
家
　
　
　
社
会
福
祉
法
人
恵
愛
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
地
域

一
〇
〇
六
二
一
　
大
川
郡
白
鳥
町
松
原
　
福
祉
事
業
団
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
生
活
援
助

四
四
　
　
　
　
　
一
六
九
〇
番
地
七
　
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
日

九
六
一
番
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
山
の
家
　
　
　
　
　
　
社
会
福
祉
法
人
恵
愛
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
地
域

一
〇
〇
六
三
一
　
大
川
郡
白
鳥
町
松
原
　
福
祉
事
業
団
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
生
活
援
助

四
二
　
　
　
　
　
七
三
五
番
地
三
　
　
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
日

九
六
一
番
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
　
社
会
福
祉
法
人
三
豊
　
平
成
十
五
年
　
知
的
障
害
者
入
所

〇
〇
〇
二
三
三
　
ま
る
や
ま
　
　
　
　
　
広
域
福
祉
会
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
更
生
施
設

一
二
　
　
　
　
　
観
音
寺
市
流
岡
町
七
　
観
音
寺
市
流
岡
町
七
　
日

五
〇
番
地
一
〇
　
　
　
五
〇
番
地
一
〇

三
七
〇
〇
〇
二
　
ド
リ
ー
ム
パ
ラ
ダ
イ
　
社
会
福
祉
法
人
ド
リ
　
平
成
十
五
年
　
特
定
知
的
障
害
者

〇
〇
〇
二
四
五
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ム
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
通
所
授
産
施
設

三
四
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町
二
　
日

六
二
八
番
地
九
七
四
　
六
二
八
番
地
九
七
四

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

三
七
〇
〇
〇
三
　
だ
い
と
う
　
　
　
　
　
有
限
会
社
大
東
タ
ク
　
平
成
十
五
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
六
九
一
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
　
シ
ー
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一

一
四
　
　
　
　
　
畑
田
六
九
六
番
地
一
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
　
日

三
　
　
　
　
　
　
　
　
畑
田
六
九
六
番
地
一

三

三
七
〇
〇
〇
三
　
医
療
法
人
社
団
響
会
　
医
療
法
人
社
団
響
会
　
平
成
十
五
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
七
〇
一
　
林
内
科
呼
吸
器
科
医
　
坂
出
市
白
金
町
三
丁
　
三
月
三
十
一

一
二
　
　
　
　
　
院
　
　
　
　
　
　
　
　
目
六
番
一
一
号
　
　
　
日

坂
出
市
白
金
町
三
丁

目
六
番
一
一
号

三
七
〇
〇
〇
三
　
山
本
町
　
　
　
　
　
　
山
本
町
　
　
　
　
　
　
平
成
十
五
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
七
四
一
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
　
三
豊
郡
山
本
町
大
字
　
三
月
三
十
一

一
四
　
　
　
　
　
財
田
西
三
七
五
番
地
　
財
田
西
三
七
五
番
地
　
日

三
七
〇
〇
〇
三
　
ず
い
し
ょ
う
指
定
訪
　
社
会
福
祉
法
人
瑞
祥
　
平
成
十
五
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
七
六
一
　
問
介
護
事
業
所
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一

一
九
　
　
　
　
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
日

二
九
八
四
番
地
　
　
　
二
九
八
四
番
地

三
七
〇
〇
〇
三
　
府
中
介
護
サ
ー
ビ
ス
　
有
限
会
社
府
中
タ
ク
　
平
成
十
五
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
七
八
一
　
坂
出
市
府
中
町
九
六
　
シ
ー
　
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一

一
五
　
　
　
　
　
九
番
地
の
一
　
　
　
　
坂
出
市
府
中
町
九
六
　
日

九
番
地
の
一

三
七
〇
〇
〇
三
　
指
定
訪
問
介
護
事
業
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
　
平
成
十
五
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
〇
七
九
一
　
所
あ
す
か
　
　
　
　
　
ィ
ー
・
エ
ム
　
　
　
　
三
月
三
十
一

一
三
　
　
　
　
　
大
川
郡
大
内
町
川
東
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目
　
日

八
八
番
地
　
　
　
　
　
三
六
一
番
地
四

三
七
〇
〇
〇
三
　
あ
す
な
ろ
　
　
　
　
　
社
会
福
祉
法
人
恵
愛
　
平
成
十
五
年
　
児
童
デ
イ
サ
ー
ビ

一
〇
〇
六
五
一
　
大
川
郡
白
鳥
町
松
原
　
福
祉
事
業
団
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　
ス

二
〇
　
　
　
　
　
一
四
〇
〇
番
地
一
　
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
日

九
六
一
番
地

指
定
事
業
所

番
　
　
　
　
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
　

在
　

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所
　

在
　

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

一
〇

三
七
〇
〇
〇
三
　
白
鳥
園
　
　
　
　
　
　
社
会
福
祉
法
人
恵
愛
　
平
成
十
五
年
　
児
童
短
期
入
所

一
〇
〇
六
四
一
　
大
川
郡
白
鳥
町
松
原
　
福
祉
事
業
団
　
　
　
　
三
月
三
十
一

三
一
　
　
　
　
　
一
四
〇
〇
番
地
一
　
　
大
川
郡
白
鳥
町
白
鳥
　
日

九
六
一
番
地

三
七
〇
〇
〇
三
　
地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
　
社
会
福
祉
法
人
三
豊
　
平
成
十
五
年
　
児
童
短
期
入
所

〇
〇
〇
二
三
一
　
ま
る
や
ま
　
　
　
　
　
広
域
福
祉
会
　
　
　
　
三
月
三
十
一

三
九
　
　
　
　
　
観
音
寺
市
流
岡
町
七
　
観
音
寺
市
流
岡
町
七
　
日

五
〇
番
地
一
〇
　
　
　
五
〇
番
地
一
〇

三
七
〇
〇
〇
三
　
国
立
療
養
所
香
川
小
　
国
立
療
養
所
香
川
小
　
平
成
十
五
年
　
児
童
短
期
入
所

一
〇
〇
七
五
一
　
児
病
院
　
　
　
　
　
　
児
病
院
　
　
　
　
　
　
三
月
三
十
一
　

三
七
　
　
　
　
　
善
通
寺
市
善
通
寺
町
　
善
通
寺
市
善
通
寺
町
　
日

二
六
〇
三
番
地
　
　
　
二
六
〇
三
番
地

三
七
〇
〇
〇
三
　
な
か
ま
の
里
　
　
　
　
社
会
福
祉
法
人
な
か
　
平
成
十
五
年
　
児
童
短
期
入
所

〇
〇
〇
二
一
一
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
　
ま
の
里
福
祉
会
　
　
　
三
月
三
十
一
　

三
三
　
　
　
　
　
名
二
二
〇
九
番
地
四
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
　
日

名
二
二
〇
九
番
地
四

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
五
条

の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
定
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

特
定
か
き
養
殖
業

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

平
成
十
五
年
度
及
び
平
成
十
六
年
度
に
香
川
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
及
び
建
設
工
事
に
係
る
測
量
・

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
等
の
指
名
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
を
、
次
の
と
お
り
追
加
受
付

す
る
。平

成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
受
付
期
間
及
び
受
付
場
所

一
　
受
付
期
間

平
成
十
五
年
五
月
十
二
日

二
　
受
付
場
所

香
川
県
庁
東
館
五
階
会
議
室

●
香
川
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四

号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
河
川
砂
防
課
及
び
香
川
県
高
松
土
木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
河
川
の
名
称

二
級
河
川
新
川
水
系
春
日
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
八
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置

高
松
市
西
植
田
町
字
中
塚
三
〇
〇
一
番
地
先

四
　
廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

土
地
　
七
五
九
・
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

●
香
川
県
公
告
第
二
百
二
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

公

告

志
度
加
入
区

鴨
庄
加
入
区

加
入
区
の
名
称

志
度
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

鴨
庄
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

一
一

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
二
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
琴
南
町

川
東
土
地
改
良
区
、
琴
南
町
造
田
東
部
土
地
改
良
区
、
琴
南
町
新
井
手
土
地
改
良
区
及
び
琴
南
町
造
田
西

部
土
地
改
良
区
が
合
併
し
、
琴
南
町
土
地
改
良
区
を
設
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日

認
可
し
た
。

な
お
、
合
併
前
の
琴
南
町
川
東
土
地
改
良
区
、
琴
南
町
造
田
東
部
土
地
改
良
区
、
琴
南
町
新
井
手
土
地

改
良
区
及
び
琴
南
町
造
田
西
部
土
地
改
良
区
は
、
合
併
に
よ
り
解
散
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
国

土
地
理
院
長
か
ら
次
の
基
本
測
量
を
平
成
十
五
年
三
月
二
十
五
日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
作
業
種
類

基
本
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
作
業
期
間

平
成
十
四
年
五
月
九
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域

小
豆
郡
　
池
田
町

綾
歌
郡
　
綾
上
町

●
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
一
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
国

土
地
理
院
長
か
ら
次
の
基
本
測
量
を
平
成
十
五
年
三
月
二
十
五
日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
三
項
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
作
業
種
類

基
本
測
量
（
世
界
測
地
系
へ
の
移
行
に
伴
う
基
準
点
改
測
作
業
）

二
　
作
業
期
間

平
成
十
四
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

三
　
作
業
地
域

高
松
市

小
豆
郡
　
内
海
町
　
土
庄
町
　
池
田
町

木
田
郡
　
三
木
町
　
庵
治
町

香
川
郡
　
塩
江
町
　
香
川
町

綾
歌
郡
　
綾
上
町

仲
多
度
郡
　
琴
南
町

●
香
川
県
公
告
第
二
百
三
十
二
号

丸
亀
市
よ
り
香
川
中
央
都
市
計
画
下
水
道
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭

和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

高
松
市
下
笠
居
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
神
在
川
窪
地
区

高
松
市
川
添
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
横
断
道
関
連
）
川
向
三
号
西
地
区

香
川
県
内
場
池
土
地
改
良
区

基
盤
整
備
促
進
事
業
多
肥
支
線
地
区

高
松
市
十
河
土
地
改
良
区

単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
西
吉
田
地
区

土
地
改
良
区
名

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名



平
成
十
五
年
四
月
八
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
八
日

（
第
九
〇
一
九
号
）

一
二

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
平
成
十
五
年
三
月
二
日
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨
さ

ぬ
き
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
平
成
十
五
年
三
月
三
日
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨
宇

多
津
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
平
成
十
五
年
三
月
十
七
日
次
の
施
設
を
指
定
し
た
旨

綾
上
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
三
月
二

日
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
土
庄
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演

説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
三
月
三

日
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
宇
多
津
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
八
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
大
　
　
林
　
　
一
　
　
友

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

志
度
音
楽
ホ
ー
ル

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
四
六
一
〇
番
地
四
四

名
　
　
　
　
　
　
　
称

所
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